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告 示
栃木県告示第152号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

西 鬼 怒 川 土 地 改 良 区 令和５（2023）年３月31日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第153号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年４月14日から同年５月15日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮向田線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前
芳賀郡市貝町大字見上162-１から

11.7 ～ 20.3 60.4
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68
芳賀郡市貝町大字見上158-１まで

後
芳賀郡市貝町大字見上162-１から
芳賀郡市貝町大字見上158-１まで

20.3 ～ 34.0 60.4

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　県民の森矢板線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

272
前 矢板市下太田字二ツ堂後557から

矢板市下太田字反田225-１まで 15.9 ～ 34.9 219.0

後 矢板市下太田字二ツ堂後557から
矢板市下太田字反田225-１まで 11.5 ～ 34.9 219.0

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小来川清滝線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

277
前 日光市滝ケ原4708-１から

日光市滝ケ原4708-１まで 4.4 ～ 11.1 108.0

後 日光市滝ケ原4708-１から
日光市滝ケ原4708-１まで 4.4 ～ 17.2 108.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第154号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年４月14日から同年５月15日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 121 号 日光市上三依１-１地先から
日光市中三依1281-４まで

令和５（2023）年
４月14日

180 一 般 県 道
蒲須坂喜連川線

さくら市箱森新田字沼下535-６から
さくら市早乙女字矢口1616まで

令和５（2023）年
４月14日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第155号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第１項の規定により包括外部監査契約を締結したので、同
条第６項の規定により次のとおり告示する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　包括外部監査契約の期間の始期
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令和５（2023）年４月１日
２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
基本費用、執務費用及び実費の額を合算した額で16,016,000円を上限

３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
氏名　江原　照雄
住所　宇都宮市上戸祭町2834番地157

４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
概算払とし、四半期ごとの支払

（監査委員事務局）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区連合役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第17項の規定により、次のとおり
土地改良区連合の役員について退任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土地改良区
連 合 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

鬼怒川中部
土地改良区
連 合

理 事 永島　信男 塩谷郡高根沢町大字大谷782
令 和 ５
（2023）.
１.11

〃 阿久津哲男 　〃　　〃　　大字宝積寺207
令 和 ５
（2023）.
１.25

〃 岡本　正範 　〃　　〃　　大字花岡1561-２
令 和 ５
（2023）.
３.10

〃 中山　修夫 さくら市上阿久津1991 〃

監 事 加藤　岩男 塩谷郡高根沢町大字平田305
令 和 ５
（2023）.
２.９

〃 古澤　一郎 さくら市松山新田531-１
令 和 ５
（2023）.
３.10

鬼 怒 中 央
土地改良区
連 合

理 事 髙田　洋男 河内郡上三川町大字東蓼沼849
令 和 ５
（2023）.
３.31

〃 中里　義弘 中里　義弘 宇都宮市石井町1031 〃
令 和 ５
（2023）.
４.１

〃 増渕　忠一 増渕　忠一 　〃　　上桑島町2016-１ 〃 〃

〃 阿久津勝美 阿久津勝美 　〃　　ゆいの杜５-７-18 〃 〃

〃 小池　　茂 小池　　茂 　〃　　板戸町1039 〃 〃
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理 事 石川　武男 石川　武男 真岡市下籠谷253-２
令 和 ５
（2023）.
３.31

令 和 ５
（2023）.
４.１

〃 石下　真吾 石下　真吾 芳賀郡芳賀町大字東水沼2426 〃 〃

〃 山口菊一郎 山口菊一郎 　〃　　〃　大字西水沼1120 〃 〃

〃 岡本　芳明 岡本　芳明 宇都宮市上籠谷町1739-１ 〃 〃

〃 稲川　嘉明 稲川　嘉明 芳賀郡芳賀町大字西水沼666 〃 〃

〃 石濱　文伯 河内郡上三川町大字西汗198 〃

監 事 市江　信夫 市江　信夫 宇都宮市石井町1860
令 和 ５
（2023）.
３.31

〃

〃 若目田文男 若目田文男 　〃　　鐺山町210 〃 〃

〃 青栁　政良 青栁　政良 河内郡上三川町大字上郷161 〃 〃

〃 小川　正順 小川　正順 那須烏山市下川井327 〃 〃

　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の工事完了
　県営土地改良事業について次のとおり工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の
３第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 完 了 年 月 日

県営田川流域地区土地改良（区画整理）事業 令和５（2023）年３月17日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字上蒲生字八丁345番５、
345番６

河内郡上三川町大字上三川3329番地
６ディアコート冨士山Ｂ201号室

猪 瀬 尚 行

河内郡上三川町大字西汗字西田911番２、911
番９

河内郡上三川町大字上三川3954番地
１プランドール２ｎｄ102

野 澤 季 樹
野 澤 菜 月

下都賀郡壬生町大字上田字大久保405番１ 下都賀郡壬生町大字上田405番地２ 長 場 柚 香
長 場 祐 斗

下都賀郡壬生町大字下稲葉字太神宮335番
１、336番１、337番１

下都賀郡壬生町大字下稲葉343番地
１

社会福祉法人共育会

下都賀郡野木町大字佐川野字西原1789番９ 河内郡上三川町しらさぎ二丁目36番
地３ユーミーしらさぎＡ303

日 置 知 也



（341）栃 木 県 公 報 第396号令和５（2023）年４月14日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

下都賀郡野木町大字友沼字宿通872番２、字
牛馬265番２

小山市大字平和64番地１シュエット
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大 髙  隆

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第31号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定に基づく個人演説会、政党演説会又は政党
等演説会の施設の指定を取り消した旨、次のとおり報告があったので、告示する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　

選 挙 管 理 委 員 会 名 取 り 消 し た 施 設 の 名 称 取り消した施設の所在地

那須烏山市選挙管理委員会 那須烏山市烏山体育館 那須烏山市中央２-13-12

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第32号
　次の政治団体は、政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第２項の規定により、令和５（2023）年
４月１日以後、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体と
なったので、同条第３項の規定により公表する。
　　令和５（2023）年４月14日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名
会計責任者
の 氏 名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

阿部かずこと未来を想う日光市民
の会

阿部　和子 阿部　忠男 栃木県日光市土沢1962

いちむら隆後援会 安藤　芳雄 中里　幸雄 栃木県栃木市岩舟町静850-４

大須賀幸雄後援会 三森　卓治 石井　英男 栃木県足利市小俣町563

さわはた宏之後援会 澤畑　宏之 澤畑　真智子 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台１-４-７

鈴木いさお後援会 鈴木　弘幸 鈴木　孝雄 栃木県塩谷郡高根沢町石末3305

爽風会 横井　帝之 佐野　延洋 栃木県佐野市浅沼町831-１

チーム足利を駆ける夢 國定　修 國定　裕之 栃木県足利市名草下町88

野中昭一を励ます会 野中　忠 落合　清一 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺618

渡辺しゅん後援会 渡邉　俊 中安　均之 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台５-６-12

　───────────────────────────────────────────────　


